
第
二
章
被
保
険
者
第
二
節
標
準
報
酬

〇
健
康
保
険
法
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
に
お
け
る
標
準

報
酬
の
定
時
決
定
及
び
随
時
改
定
の
取
扱
い
に
つ
い

て

雙
芦
伍
齢
岬
嗜
口
麟
一

一
種
聾
臼
炉
這
這
翡
民
生
部

標
記
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
六
日
保
発
第
四
号
保
険
局

長
通
達
（
以
下
「
局
長
通
達
」
と
い
う
）
に
よ
り
指
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
な

お
、
左
記
事
項
に
留
意
の
う
え
、
事
務
執
行
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
取
り
計
ら
わ
れ
た

、D
し一
定

時

決

定

関

係

川
標
準
報
酬
の
定
時
決
定
に
際
し
、
報
酬
月
額
を
保
険
者
に
お
い
て
算
定
す
る

の
は
、
局
長
通
達
一
に
掲
げ
る
湯
合
の
み
と
し
、
こ
れ
以
外
の
場
合
は
原
則
と

し
て
行
な
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

切
保
険
者
に
お
い
て
算
定
す
る
報
酬
月
額
は
、
五
、
六
、
七
月
の
す
べ
て
に
つ

第
二
章
被
保
険
者
第
二
節
標
準
報
酬

六
五

い
て
、
局
長
通
達
一
の
切
又
は
固
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
従
来
の
報
酬

月
額
（
等
級
）
、
そ
の
他
の
湯
合
に
お
い
て
は
十
月
以
降
に
お
い
て
受
け
る
ペ

き
報
酬
月
額
に
よ
る
こ
と
。

岡
局
長
通
達
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
被
保
険
者
の
報
酬
月
額

算
定
基
礎
届
の
備
考
欄
に
、
そ
の
該
当
事
項
を
附
記
せ
し
め
る
こ
と
。

改
正
昭
和
四
四
年
六
月
―
―
―
―
日
保
発
第
二
五
号
・
庁
保
発
第
一
ー
号
厚

随
時
改
定
関
係
〔
改
正
〕
生
省
保
険
局
長
、
社
会
保
険
庁
医
療
保
険
部
長
、
年
金
保
険
部
長
通
知

参
照

六
五


